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新法人の登記が完了して４月１日から
一般財団法人　新潟県教職員厚生財団がいよいよスタートしました。
貸付金や特別厚生費をはじめ各種事業は
新しい諸規程により進めてまいります。
事業を継続するうえで平成26年度から一部改定を行いました。
改定事項を含めた諸規程をご覧になりたい場合は
財団ホームページにてお願いします。

厚生財団の団体名が変更となったことにより各種請求・届出書の書式全てを
新しくしました。

貸付金や今年度から
証明書が必要になる
書式はご用意いただ
く添付書類を明記す
るよう変更しました。

各書式は財団ホームページまたは団員マイページから出力して
お使いいただきますようお願いします。

平成26年度改定事項
特別厚生費の請求期限
　⇨　（P４）

特別厚生費「香げ料」の対象親族の範囲
　⇨　（P４）

総合健診（人間ドック）補助制度の手続き方法
　⇨　財団契約機関も受診予約は直接機関へ財団契約機関も受診予約は直接機関へ
新潟県民のための教育・文化活動
「伝統文化芸術・サークル活動等」の申請期限
　⇨　毎年度10月末日まで（厳守）毎年度10月末日まで（厳守）

統一して新しくできた書式
育児休業期間中の積立金中止届
病気休職期間中の積立金中止届 厚生資金積立金中止届
介護休暇期間中の積立金中止届 （大学院就学休業も含む）

受診予約申込カード 
人間ドック等補助申請書

総合健診等の受診料補助金請求書

育児休業期間中の積立金中止届
統一して新しくできた書式
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　去る２月13日に「平成25年度第２回評議員会」が開催され、平成26年度の事業計画および収
支予算が、慎重審議の結果、議決されましたのでお知らせいたします。

　厚生財団は一般財団法人へ移行したことに伴い、平成25年度決算時における正味財産額を基に「公益目
的支出計画」の作成と実施が義務づけられています。そのため、対象事業である「新潟県民のための教育・
文化活動助成事業」の着実な実施を進めてまいります。また、新定款及び新規程に基づいた着実な事業運営
や、本格実施する事業見直しの評価・改善などの今年度の課題の解決に取り組みます。

１．当財団の新しい動向及び事業内容の周知 ２．中・長期的な財団運営方針の策定及びに着実な実践

３．団員の要望にこたえる事業の取組

◆◆◆ 平成26年度予算  収支グラフ◆◆◆

普通厚生費贈与
4,200万円（0.6%）

特別厚生費贈与
1億2,470万円（1.6%）

教育文化活動･事業振興費･
諸費等 1億300万円（1.3%）

管理費
1億8,595万円（2.4%）

普

特

教
諸

管

貸付金返済元金
20億4,600万円（26.4%）

厚生資金積立金
26億4,000万円（34.1%）

預金利息･債券等利金･雑収入等
3億1,260万円（4.0%）

保険事務取扱手数料
3,800万円（0.5%）

貸付金返済利子
1億5,195万円（2.0%）

新規貸付金
18億3,600万円（23.7%）

厚生資金貸付金払戻金
24億5,000万円（31.6%）

収入総額 77億4,920万円
支出総額 73億4,270万円
収支差額 4億  650万円

定期預金・債券等償還金
25億6,065万円（33.0%）

定期預金・債券等購入資金
25億5,105万円（32.9%）

予備費 5,000万円（0.7％）
収支差額

4億650万円（5.2%）
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香げ料の「親族」“広く、分かり易く”

特別厚生費の請求期限２年→３年に
　結婚や出産、子どもの就学、入院の見舞金など、「全然請求してない…いつまでだっけ？」「気付い
た時には期限が過ぎていた…」ということはありませんか？
　添付書類を用意する都合もあって、つい後回しにしがちな慶弔関係の請求ですが、平成26年４月１
日より、請求期限が３年になりました。これで期限に余裕を持って請求できるようになります。

  教えて！これってどうなの？

　請求期限が３年になるのは、平成26年４月１日以降に発生した請求事由からです

平成26年度の新しい規程から、同居・別居を問わずに請求できます。
　「香（こう）げ料」は、団員の親族が死亡
したときに贈与される特別厚生費です。平
成26年度より規程が新しくなりました。
＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

　請求できる親族の対象範囲が広がり、判
断基準も分かり易く変更されています。
　証明書類を用意する手間はかかりますが、
以前よりも多くの方が香げ料を受けること
ができるようになります。
＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

　ポイント！  請求事由が「いつ」発生したのか

　「平成26年４月１日よりも前？後？」すでに請求事由が発生している方はご注意を
　新しい規程は、平成26年４月１日以降
に請求事由が発生したものに適用されま
す。そのため、すでに発生している事由を
請求する時には旧規程が適用されます。
＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

　「別居の親族」を請求するには、団員が
喪主、または喪主の配偶者である必要があ
ります。
＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

Ｑ１：昨年の１月に子どもが生まれました。期限が３年
 なら、出生祝金は３歳まで請求できますか？

Ｑ２：請求を忘れたまま２年を過ぎたけど、期限が３年
 になったら、今からでも請求できますか？

Ｑ３： 子どもが平成26年度に小学校へ入学しまし
 た。就学祝金はいつまで請求できますか？

請求できません

請求期限は
２年です

請求期限は
３年です

Ｑ1・Ｑ2の共通点は、
平成26年４月１日より
も前に請求事由が発生
しています。

就学祝金の事由発生
日は４月１日ですので、
Ｑ３は小学三年生の
年度末まで請求でき
ます。

配偶者

孫

実兄弟姉妹

義父母

実祖父母

実（養）父母

実（養）子 子の配偶者＊上記の他に団員が
扶養している者

請求できる親族（新規程）

同居・別居は問いません同居・別居は問いません

本 人

平平成成2266年年度度のの新新ししいい規規程程かからら、、同同居居 別別

成

断

以
が

配偶者

孫

実兄弟姉妹実実

義父母

実祖父母

実（養）父母

実（養）子 子の配偶者＊上記の他に団員が
扶養している者

請請求求ででききるる親親族族請求求 る親親族族請請請請求求求求求求ででででききききるるるる親親親親族族族族族（（（（（（ 規規程程新新規規程程新新新新新新新新規規規規規規程程程程程）））））））

同居・別居は問いません同居・別居は問いません

本 人

旧規程の請求できる親族

事由発生日が平成26年度より前の場合に適用されます。

義父母、祖父母、
兄弟姉妹、…他

同居の親族
＆

実（養）父母

配偶者

実（養）子

本 人
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書　式　名 必　要　な　添　付　書　類

退　

職  

・  

退　

団

厚生資金積立金払戻請求書（兼継続団
員申込書）

厚生資金積立金払戻・弔慰金請求書

継続団員積立金払戻請求書

継続団員積立金払戻・弔慰金請求書

休
業
関
係

厚生資金積立金中止届
　（育児休業、病気休職、介護休暇、
　　大学院修学休業）

改姓・改名届

特
別
厚
生
費

結 婚 祝 金 請 求 書

出 生 祝 金 請 求 書

出産見舞金請求書

就 学 祝 金 請 求 書

病気見舞金請求書

入院

自宅療養

香 げ 料 請 求 書

災害見舞金請求書

養 育 費 請 求 書

人間ドック等補助申請書 契約機関以外の場合

従来通り所属長（校長）証明が必要な書類【現職団員】
① 入 団 申 込 書

② 各種貸付金借用証書

財団の書式をリニューアル　～証明書類の添付～
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「払込金・残高明細書」は４月に限りハガキ形式でお送りしています
　平成25年度分の普通厚生費（0.12％相当）を年度末に積立金に繰り入れました。
　普通厚生費の繰入額は、４月分の「払込金・残高明細書」にてご確認ください。現職団員は団
員マイページからもご覧いただけます。

普通厚生費贈与率、各種貸付金利率を据え置きました
□平成26年度　各種利率一覧
　普 通 厚 生 費 年 0.12％
　一 般 資 金 貸 付 金 年 2.10％（生活資金・自動車資金・結婚資金）
 年 1.50％（入学資金・学資金・災害資金）
　 住宅・宅地資金貸付金 年 2.10％

継続団員のみなさまへ　お知らせ
○ 継続団員連絡会の開催日がきまりました
　多くの皆様のご参加をお待ちしております

○退団慰労金制度が今年度より開始されました
退団慰労金とは？
 節目年齢（70歳、75歳、80歳）の方が退団を希望された場合に慰労金を贈与する
制度です。
・弔慰金と慰労金の重複贈与はできません。

※ 平成26年４月１日以降に入団の継続団員は80歳をもって退団となりますが、その際に慰労金１万円を贈与
します。

80歳以上の方へ
　平成26年度中に限り、80歳以上の退団希望者にも慰労金１万円を贈与します。

地　区 開　催　日 会　　場
上越地区  9月 3日(水) ホテルハイマート

中越地区  9月10日(水) ホテルニューオータニ長岡

下越地区  9月19日(金) ANAクラウンプラザホテル新潟
佐渡地区 10月 2日(木) 八　　幡　　館

贈与金額

70歳　5万円

75歳　3万円

80歳　1万円

贈　　与　　期　　間
節目年齢の誕生日から次の誕生日の前日まで
例. 平成26年10月1日が70歳の誕生日

慰労金贈与期間

慰労金贈与期間

平成27年9月30日
（71歳の誕生日前日）

平成26年10月1日
（70歳の誕生日）

平成27年3月31日平成26年4月1日
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各種払込金の照会をするには団員マイページ！
新潟県教職員厚生財団新潟県教職員厚生財団員厚生財団員厚生財団 検索検索 団員マイページにログイン後“払込残高明細書”をクリック

パスワードをお忘れの場合は厚生財団までご連絡ください。

積立月額の確認をお願いします



 8

鮭を運んだ北陸道～古代の道

いざ鎌倉の道～中世の道

佐渡三道～近世の道

大日本帝国の明治国道～近代の道

角さんの道？～現代の道

新
潟
県
歴
史

シ
リ
ー
ズ

金の荷揚げの湊を支配し
た出雲崎代官所の跡

参考文献　　新潟県『新潟県史』通史編１～５
　　　　　　田村裕・伊藤充『知っておきたい新潟県の歴史』
写真提供　　前柏崎市立内郷小学校　校長　茂木　徹 氏
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